
＜様式第1-5＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 固定資産税（償却資産）課税情報ファイル 

市の機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

総務部 税務課、吉川支所 市民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税（償却資産）の課税に利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５宛名異動情報、６

課税年度・通知書番号・照会番号、７納税告知年月日、８税額、

９納期限、１０調定異動区分、１１種類別取得価額及び合計、１

２種類別評価額及び合計、１３種類別理論帳簿価額及び合計、１

４種類別決定価格及び合計、１５種類別特例控除対象課税標準

額及び合計、１６種類別控除後課税標準額及び合計並びに帳簿

価額及び合計、１７種類別前年取得価額、１８種類別前年中減少

取得価額、１９種類別前年中増加取得価額、２０種類別件数及び

合計、２１資産の名称、２２資産の数量、２３資産の取得年月日、

２４資産の取得価額、２５資産の耐用年数、２６評価額、２７理

論帳簿価額、２８特例適用の有無、２９減免適用の有無、３０非

課税資産の有無、３１課税標準額、３２宛名番号 

記録範囲 償却資産の所有者 

記録情報の収集方法 納税義務者からの申告書、実地調査及び特例申請書により収集 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 三木市 総合政策部 企画政策課 

(所在地) 三木市上の丸町１０－３０ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第60条第2項第1号 
 （電算処理ファイル）  □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第21条第7項に該当する 
ファイル  ☑有 □無 

備   考  

 


